
2015年度

大分県労福協

と　き：2015年 8月 22日（土）13：30～
ところ：大分市中央町　全労済ソレイユ7F

福 祉 研 修 会

　一般社団法人　大分県労働者福祉協議会

（愛知県　学費と奨学金を考える会　HP資料より抜粋）
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研修会・プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜開会13：30～閉会15：00＞

１．開会あいさつ

２．主催者代表あいさつ

　　　一般社団法人　大分県労働者福祉協議会　副理事長　　髙　橋　和　善

３．来賓あいさつ

　　　　　大分県商工労働部　労政福祉課　　課長　　岡　田　倫　明　氏

　　　　　連合大分議員懇談会　　　　　　　会長　　玉　田　輝　義　氏

４．講　演

　　　演　題　　貧困ビジネス化した「奨学金」・
　　　　　　　　苦悩する若者たち

　　　講　師　　中京大学国際教養学部教授

　　　　　　　　奨学金問題対策全国会議共同代表　　
大　内　裕　和　氏

５．閉会あいさつ
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◆プロフィール◆

神奈川県出身。松山大学人文学部助教授を経て、2007年より同大学教授。

2011年より中京大学国際教養学部教授。専門は教育学・教育社会学。

著書

単著　『教育基本法改正論批判　新自由主義・国家主義を越えて』

（白澤社　2003年）

　　　『民主党は日本の教育をどう変える』（岩波ブックレット　2010年） ほか

共編著『緊急報告　教育基本法「改正」に抗して 全国各地からの声』

編著（岩波書店　2004年）

　　　『愛国心と教育』大内裕和編著（日本図書センター　2007年）

　　　『日本の奨学金はこれでいいのか！　奨学金という名の貧困ビジネス』

奨学金問題対策全国会議編（あけび書房　2013年）

ほか多数

貧困ビジネス化した「奨学金」・苦悩する若者たち

中京大学国際教養学部教授

奨学金問題対策全国会議共同代表

　　　　　　　　大　内　裕　和  氏 

～奨学金返済の重荷と雇用劣化問題を考える！！～

おお うち ひろ かず
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レジメ
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2015 年度「愛知県　学費と奨学金を考える会」への
カンパのお願い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大内　裕和（中京大学）

　皆さんにカンパのお願いです。奨学金制度の改善へ向けて活動している「愛知県　学費
と奨学金を考える会」に、可能であれば皆さんのカンパをお願いします。「愛知県　学費
と奨学金を考える会」は 2012 年 9 月 1 日に発足し、現在まで奨学金制度の改善へ向けて
活動を続けてきました。中京大学の学生 2 名からスタートした会は、現在愛知県を中心に
東海地区の大学生・高校生約 25 名まで拡大し、活動を続けています。
　私は発足当時から、会の相談役として「愛知県　学費と奨学金を考える会」の活動に関
わってきました。経済的に厳しい状況のなか、アルバイトの合い間に学生たちは何とか時
間を合わせて会合を行い、大変な苦労をしながら活動を続けてきました。学生たちの自主
的な活動が広がることを願って、私自身も可能な範囲でカンパをして、活動を支えてきま
した。
　しかし、活動の範囲が拡大し、学生が学習会参加のためにかかる交通費（三重県から名
古屋市内での学習会に参加すると往復で 3000 円かかる）などが、会の財政に重くのしか
かっている状況となっています。
　そこで「愛知県　学費と奨学金を考える会」の活動に共鳴し、応援していただけるとい
う方に、カンパをお願いしたいと思います。カンパは一口 1000 円からで、何口でも構い
ません。下記の「愛知県　学費と奨学金を考える会」の口座にお振込みいただければあり
がたいです。
　「愛知県　学費と奨学金を考える会」の活動については下記のフェイスブックを見てい
ただけたらと思います。
フェイスブック http://www.facebook.com/aichi.ATS
　経済的にとても厳しい状況のなかのお願いとなりますが、会の活動に共鳴していただけ
る皆さんのご好意をお寄せいただければ、とてもありがたいです。いただいたカンパは、
会の活動のために大切に使わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

　「愛知県　学費と奨学金を考える会」カンパの振込み先
　　銀行名：三菱東京 UFJ 銀行
　　支店名：植田支店
　　店番号：752
　　口座番号：0102599
　　名義：愛知県 学費と奨学金を考える会
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１．〈ろうきん〉の誕生

１９４７年～１９４９年頃、戦後の混乱期の中で、働く人たちは大変な生活苦に陥ってい
ました。当時の金融機関は、企業のための金融機関であり、働く人たちが利用できる金融
機関は存在せず、働く人たちは高利貸しや質屋に頼らざるをえない状況でした。

このような戦後の食糧・住宅難など深刻な社会背景の中で、働く人たち自ら、経済的・社
会的地位の向上を図るため、労働者のための福祉金融機関を持ちたいという気運が高まり
ました。

その結果、１９５０年に〈ろうきん〉が岡山・兵庫に誕生したのを皮切りに、全国の都
道府県にも〈ろうきん〉が設立されました。九州では、１９５２年に大分県・福岡県、
１９５３年に佐賀県・長崎県、１９５４年に熊本県・宮崎県・鹿児島県に設立されました。

そして、更なる経営の効率化と基盤の安定・強化を図り、会員と勤労者の方へ、これまで
以上により良い金融サービスを提供するため、２００１年１０月に九州７金庫の合併によ
り〈九州ろうきん〉が誕生し、今日に至っています。

今後は、より強固な経営基盤を確立するため、全国１３金庫と労働金庫連合会を合わせた
１４の〈ろうきん〉を合併させる〈日本労金（仮称）〉の設立について会員討議を重ねて行
きます。

　 【労働金庫法１条】
この法律は、労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が共同して組織する労働金庫
の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もってそ
の健全な発達を促進するとともに労働者の経済的地位の向上に資することを目的とする。

２．〈ろうきん〉の理念と基本姿勢　　
　　　　　　　

　　　ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する協同組織の福祉金融機関です。

　　　ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および文化にかかわる活動を促進し、人々
　　　が喜びを持って共生できる社会の実現に寄与することを目的とします。

　　　ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、そのネットワー
　　　クによって成り立っています。

　　　会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、運動と事業の発展に努めます。

　　　ろうきんは、誠実・公正および公開を旨とし、健全運営に徹して会員の信頼に応えます。

まずは ｢ろうきん」を知ろう！

〈ろうきん〉の理念

九州労働金庫大分県本部
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４．第 5期中期経営計画について

　（１）営業コンセプト

～「きっと」「もっと」「ずっと」お役に立てる「ろうきん」へ～

◆「きっと」お役に立てる「ろうきん」へ
　　「ろうきん」をはじめてご利用いただくお客さまのために、
　　「きっと」お役に立てる「ろうきん」を目指します。
◆「もっと」お役に立てる「ろうきん」へ
　　「ろうきん」をご利用いただいたお客さまのために、
　　「もっと」お役に立てる「ろうきん」を目指します。
◆「ずっと」お役に立てる「ろうきん」へ
　　「ろうきん」を生涯にわたってご利用いただくために、
　　「ずっと」お役に立てる「ろうきん」を目指します。

　（２）期間
　　2015 年 4 月～ 2018 年３月
　　（2015 年度～ 2017 年度）

　（３）目標
　「ろうきん」が、地域社会やはたらく人た
ちのお役に立つ福祉金融機関であり続ける
ためのプランを構築し、お客さまに、いい
金融機関だと知っていただき、取引してよ
かったと感じていただくことを目標としま
す。また、お役に立つ「ろうきん」であり
続けるために、安心・安全な金融機関として、
収益体質の改善を図り盤石な経営基盤を構
築します。

　（４）重点施策
　１．原点に立ち返ったろうきん運動の推進
　　ⅰ．会員・組合員のお役に立つ「ろうきん」へ

　会員と協働してろうきん運動を推進し、
会員・組合員ひとり一人とその家族の生
活向上のために「しあわせ創造運動」を
積極的に展開し、会員・組合員と「ろう
きん」との生涯取引につなげます。また、

「青年・女性推進委員会」と連携し、若年
層・はたらく女性のライフプランをサポー
トしていくとともに、はたらく女性に共
感される事業を通して、家計のメイン化
を目指します。
　さらに、「ろうきん」にしかできない「謝
絶ゼロをめざす」取り組みを進め、セー
フティネットワークを含む総合的なサ

ポートにより、会員との信頼関係をさら
に強化します。また、退職後も「ろうきん」
をご利用いただけるよう、お客さまニー
ズに合った積極的な取り組みを展開しま
す。　
　生協との連携についても、取り組みを
強化することで生協組合員に「ろうきん」
が「きっと」お役に立てることを知って
いただき、使っていただくことで取引の
裾野を広げていきます。

ⅱ．すべてのはたらく人のお役に立つ
　　「ろうきん」へ
　はたらく人のニーズをさまざまな角度
から検証し、「ろうきん」が「きっと」お
役に立てることを周知する取り組みを積
極的に展開していきます。
　そのため、スマートフォンアプリやイ
ンターネットなどを活用した金庫情報の
発信、申込手続きの簡素化を実現します。
　あわせて、未組織の住宅ローン契約者
に対して積極的なアプローチを行い、「ろ
うきん」は「もっと」お役に立てること
をアピールしていきます。また、お客さ
まニーズに応じた商品・サービスを開発
します。

ⅲ．地域社会のお役に立つ「ろうきん」へ
　子どもたちの成長を支援する取り組み、
女性を支援する取り組み、NPO の活動を
支援する取り組みを柱にした社会貢献活
動を積極的に実施し、「ろうきん」取引に
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ステータスを感じていただける福祉金融
機関としてのブランド化を図ります。
　また、NPO や協同組合など非営利・協
同セクターとの連携を強化し、協働によ
る社会的金融事業を検討します。

　２．収益体質の改善
ⅰ．収益改善に向けた取り組みの強化
　九州ろうきんが、「ずっと」地域社会や
はたらく人たちのお役に立ち続けるため
に、収益体質改善に向けた「収益改善計画」
を策定し、安定した経営基盤を構築しま
す。

ⅱ．事務効率化による営業店改革
　アール・ワンシステムを活用した事務
改革および本部での事務集中化によって、
事務コストの削減と事務品質の向上を図
り、内部事務の効率化によって生まれる
資源を、営業力・サービス力の強化に振
り向けて、営業店を「事務の拠点」から

「会員・お客さまサービスの拠点」へと改
革します。
　また、営業店業務の軽量化・効率化を

進めるために、業務特化店舗の検討、職
務分離撤廃などによる営業店の業務形態
を見直します。

ⅲ．持続可能なビジネスモデルの構築
　収益性を重視した事業への転換を図る
ことで、低金利においても収益を安定的
に確保できるビジネスモデルを構築しま
す。
　また、新しい時代の協同組織金融のあ
り方を追求し、福祉金融機関としての存
在意義を発揮するため、毎年度継続して
九州大学の研究機関へ職員を派遣するな
ど、将来的に「ろうきん」を牽引してい
く人材の育成に向け産学連携を強化しま
す。

ⅳ．内部管理態勢・法令等遵守態勢の強化
　不祥事防止のための行動指針の徹底に
より、不祥事を「しない」・「させない」・「許
さない」職場風土を構築し、内部管理態勢・
法令等遵守態勢の強化・充実に向けて取
り組みます。
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全労済大分県本部
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　大分県総合生協は「みんなが力を合わせて、お互いの暮らしを守り、より生活を豊かにして
いくこと」を目的に生まれた生活協同組合です。住宅事業・旅行事業・賃貸事業や駐車場管理
事業を中心に事業運営をおこなっています。

　住宅事業では、大分市寒田において宅地分譲をおこなっていました「藤の香通り」（全 34 区画）
は、2015 年 6 月をもちまして完売しました。
　「グリーンウッドかたしま台」団地は、販売事務所跡地（２区画）のうち 2015 年 3 月に１区
画の入居が完了し、もう１区画については、現在販売中です。
　大在地区においては、新規造成団地の大分市角子原「あすみの丘」の予約販売を 2015 年 7 月
25 日より開始し、県民の皆様に安心な戸建て住宅の供給をはかります。
　また、生協の技術である自由設計（フォワード）などを活かし、県下全域で外部注文の受注
をおこないます。
　さらには、拡大傾向にあるリフォーム事業についても皆様から認知され、信頼のおける工事
と好評をいただいています。
　住宅事業では、皆様のニーズに応じた「ものづくり」をめざして事業をおこなっています。
　ぜひ、この機会にご検討ください。

　旅行事業は、営業係 5 名体制で県下各労働組合・協力団体の皆様へ旅行商品の企画提案、各
種会議・研修会・周年行事などのお手伝いをさせていただいています。
　出張関係では、ＪＲ券１枚よりチケットを配達し、組合員の皆様の利便性が図れるよう対応
しています。また、総合生協ホームページでは大分空港時刻表や、各種チケット申込用紙もダ
ウンロード可能となっています。
　今後も、労働組合・協力団体の皆様の少しでもお役に立てるような企画を提案いたしますので、
ご利用ください。

　総合生協中央パーキングは、大分市中央町に位置し、全労済ソレイユでの会議や中央商店街・
竹町商店街でのお買い物にも便利です。
　大分中心部商店街の「共通駐車券（おさるのマーク）」の加盟駐車場になっています。
　時間貸し駐車料金は、昼間（8：00 ～ 18：00）45 分 100 円、夜間（18：00 ～ 8：00）60 分
100 円で、昼間最大 800 円、夜間最大 500 円でご利用いただけます。
　また、プリペイドカード（10,000 円券を 7,200 円、5,000 円券を 4,200 円）も販売しており、
割安なため大変好評です。ぜひ、ご利用ください。

大分県総合生協
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消費者の利益と権利が守られる社会をめざした取り組みをしています
■2014年度の大分県内で発生した特殊詐欺の被害は、186件、６億1,400万円と過去最悪となりま
した。また、今年に入ってからも、還付金詐欺、利殖勧誘詐欺などをはじめとした被害が増
えています。犯人は様々な手口を使ってお金をだまし取ろうとしています。
　　ネットワークでは消費者の立場から被害防止と救済活動を推進してまいります。
　　ＮＰＯ法人大分県消費者問題ネットワークは、2012年２月に適格消費者団体として認定を受
けて３年が経過し、今年２月に「適格消費者団体認定の有効期間の更新」を受け４年目に入りま
した。
　　適格消費者団体として、消費者被害の未然防止や事業者の不当行為に対する是正、中途退
学の授業料返還など差止請求訴訟や事業者への改善申し入れなど活動を行ってきましたが、
引き続き活動の重要性を認識して、消費者の利益と権利が守られる社会を目指した取り組み
を行っております。
　　また、差止請求に加えて、2016年度より被害回復を請求できる制度が新たにスタートしま
す。消費者庁では「特定適格消費者団体の認定、監督に関する指針等検討会」が設置され検
討をはじめていますが、３月の検討会とりまとめをベースに政省令やガイドラインが作成さ
れ、秋頃にはパブリックコメントと推移していくと思われます。
　　この制度により、共通で相当多数の消費者に生じた金銭被害を回復することができるよう
になることから、一定の消費者団体（特定適格消費者団体）が提訴できる制度であり、当団
体としてもその認定を受けるべきか2015年度は慎重に検討する重要な年度となります。
■2015年度消費者支援功労者表彰を受賞
　　この度2015年度消費者支援功労者表彰を「内閣府特命担当
大臣表彰」を受賞いたしました。消費者支援功労者表彰は、
毎年、全国で消費者支援活動を行っている個人・団体の中か
ら選ばれるものであり、内閣府特命担当大臣表彰の他に「内閣総
理大臣表彰」もあります。
　　私たちの団体がＮＰＯ法人となってから約７年、ＮＰＯ法人の前身となる団体が設立さ
れてから約９年を経過した時点でこのような表彰を頂きましたので、今後も会員の皆様と
ともに消費者被害の予防・回復活動に努めてきたことの成果だと理解しております。
■消費者被害をなくすための講演会を開きました
　　後を絶たない消費者被害を防止するために、啓発活動の一環として2014年度講演会を開
催しました。
　　演題は「インターネット取引被害の傾向と対策」と題し、消費者庁消費者制度課 政策
企画専門官の小田典靖氏が講演されました。
　　講演内容は、①インターネット通販詐欺、②トラブル詐欺、③オンラインゲームトラブ
ルなど等がある。消費者として留意すべきことは、◎ネット上の情報を鵜呑みにしない。
他のサイトやネット以外でも情報の真意を確認する。◎リアルの世界ではないような幸福

な話は、ネット上でもないはず。ありえない幸運な話
は、疑ってかかるべきだ。◎支払い行為をするときは、
安全な方法なのかを考える。『利便性はあるが、危険
性、安全性等教育が出来ない点を指摘』しています。

 　「インターネット被害は年齢に関係なく多くの皆さん
が被害に遭わないよう心がけることが大切である」と閉
めました。

NPO法人　大分県消費者問題ネットワーク
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大分県勤労者医療生活協同組合（2015. ３.31 現在）
大分市宮崎９５３―１　　　　　電話　０９７（５６８）２２９９
【組合員数】　５４, ８０７名　　　【出資金】１０９, ８６５（千円）

大分協和病院
大分市宮崎９５３―１　　　　　電話　０９７（５６８）２３３３
【診療科目】　内科・呼吸器科・神経内科・リハビリテーション科・心療内科・循環器科・
　　　　　　放射線科
【専門外来】　水曜日（午後）：頭痛・めまい・もの忘れ外来
　　　　　　木曜日（午後）：循環器科　　　金曜日：心療内科
　　　　　　土曜日：心療内科（予約制）
【入　　院】　４０床（一般病床）

佐伯診療所
佐伯市中の島１―１４―２１　　電話　０９７２（２３）２２１２
【診療科目】　内科・呼吸器科・心療内科・リハビリテーション科
【専門外来】　木曜日：心療内科

訪問看護ステーションきょうわ
大分市宮崎９５３―１　　　　　電話　０９７（５６８）３３７１
【営 業 日】　月曜日～土曜日
【適用保険】　医療保険・介護保険・労災保険

ヘルパーステーションきょうわ
大分市宮崎９５３―１　　　　　電話　０９７（５０３）８３００
【営 業 日】　月曜日～日曜日
【適用保険】　介護保険・障害者総合支援

介護支援室きょうわ
大分市宮崎９５３―１　　　　　電話　０９７（５６９）８７０１
【営 業 日】　月曜日～土曜日
介護保険のプラン作成や相談活動を行っています。

大分県勤労者医療生協

勤労者医療生協のご案内勤労者医療生協のご案内勤労者医療生協のご案内
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詳しくはホ－ムペ－ジで！！　　http://www.yasuragi-reien.jp/

　やすらぎ霊園は、1998 年 12 月に総合生協と連合大分に加盟する労働組合からの寄附に
より「財団法人」として設立、2000 年１月から「やすらぎ霊園・竹中墓地」として墓地・
墓石の販売を開始しました。
　そして、2010 年６月 1 日付けで「㈶大分県勤労県民共済会」と合併し再スタートする
とともに、直ちに公益財団法人の認可取得に取り組み、2011 年６月１日付けで公益認定
されて、「公益財団法人」として登記されました。
　近年、「子供は都会に家を建てたし、大分には帰ってこないと思うので…夫婦だけのお
墓を」「夏場の草刈りやお墓掃除等で子供たちには迷惑をかけたくないので、先祖のお墓
を引越したい」「狭いお墓でなく広々した海とか山で眠りたい」「死後は自然に還りたい」
…等々お墓にたいするニーズも多種多様化して来ています。
　やすらぎ霊園は、両親を大切に供養したい、お墓を家の近くに引越したい、こんな方々
におすすめの「規格墓地」「自由墓地」。自分らしいお墓を建立したい、木々や草花で囲ま
れた墓地で眠りたい、こんな方々におすすめの「樹木墓地」「芝生墓地」。お墓を継承する
人がいない、子供に経済的負担をかけたくない、こんな方々におすすめの「納骨堂」「永
代供養墓」。個性豊かな６タイプの墓地を揃えています。
　さらに、新たなニーズに応えるため、あらかじめ使用期限を定めた「有期限墓地」や花
壇を併設した「花壇付墓地」の検討もはじめています。

2015年 7月末現在の販売状況

区　　分 販売区画数 販売実績数 残区画数
洋型規格墓用地（3㎡） ２０３ １３６ ６７
洋型規格墓用地（4㎡） １９８ １７９ １９
和型規格墓用地（3㎡） ５４ ８ ４６
和型規格墓用地（4㎡） １４４ １０５ ３９
和型規格墓用地（5㎡） ８９ ５６ ３３
自由墓用地（5㎡） ４４３ １７０ ２７３
自由墓用地（6㎡） ６６ ６６ ０
自由墓用地（7.5㎡） ３６ ３６ ０
芝生墓地（規格墓） １４０ ２０ １２０
芝生墓地（自由墓） １０５ ６ ９９
樹木墓地 ４３０ ６３ ３６７
納骨堂 １７６ ５１ １２５
永代供養墓 ３１６ １３ ３０３

合　　計 ２，４００
９０９

（37.9％）
１，４９１

公益財団法人「やすらぎ霊園」
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メンテナンス（４マンション・全労済ソレイユ)
住宅付属機器販売（換気扇・電気温水器・照明器具等）
下水道施設維持管理
物品販売（県産品愛用運動）
東京海上日動火災保険代理店

　大分コープ商事は、主にマンション管理・メンテナンス業務を行っています。組合
事務所や組合所有建築物の管理・メンテナンス、また、戸建住宅・マンション等、組
合員のご自宅のメンテナンスも実施していますので、ご利用とご紹介をお願いいたし
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分市中央町４丁目１番32号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 097-532-1841
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 097-532-1801

大分コープ商事株式会社

管理マンション

アーバン田室176戸

アーバン鶴見40戸

アーバン明治157戸

グランアーバン西の台115戸
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一般社団法人大分県労働者福祉協議会

〈組織構成図〉
（2015年５月現在）

中
央
労
福
協

南
部
労
福
協

大
分
県
労
福
協

個 別 団 体 事 業 内 容 根 拠 法 令

九州労働金庫大分県本部 金 融 労金法（特別法人）

全労済大分県本部 共 済 生協法（生協法人）

大 分 県 総 合 生 協 住 宅 ・ 旅 行 生協法（生協法人）

大 分 コ ー プ 商 事 マンション管理・メンテ・会館管理事業 商　法（株式会社）

労 働 福 祉 会 館 貸会場・宴会・テナント 民　法（社団法人）

や す ら ぎ 霊 園 霊 園 民　法（財団法人）

大 分 県 生 協 連 （ グ ル ー プ 連 携 ） 生協法（生協法人）
 地 域 生 協　 ⑶ 物 資 供 給 〃
 職 域 生 協　 ⑹ 〃 〃
 医 療 生 協　 ⑵ 医 療 〃
 福 祉 生 協　 ⑴ 福 祉 〃

大分県勤労者医療生協 医 療 生協法（生協法人）

大分県消費者問題ネットワーク 消 費 ・ 生 活 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法人）

主要産別・単組（3号会員） 21組織

ＮＰＯ・互助会組織（4号会員） ２組織

大分県分退連（５号会員） １組織

労働団体（１号会員） １組織・連合大分

９組織福祉事業団体（２号会員）

労福協事務局

大分市中央町4丁目2番5号
　　全労済ソレイユ6階
TEL  097－533－1106
FAX  097－533－1174 労
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〈構成会員団体一覧表〉 （2015年５月現在）

（2015年５月現在）〈地区労福協一覧表〉

【 １ 号 会 員 】
連 合 大 分
【 ２ 号 会 員 】
九州労働金庫大分県本部
全労済大分県本部
大 分 県 総 合 生 協
大 分 県 生 協 連
大分県勤労者医療生協
大分県労働福祉会館
（公財）やすらぎ霊園

大分県消費者問題ネットワーク
大分コープ商事株式会社
【 ３ 号 会 員 】
自治労大分県本部
日 教 組
基 幹 労 連
電 機 連 合
Ｕ Ａ ゼ ン セ ン
Ｊ Ｐ 労 組
電 力 総 連

化 学 総 連
情 報 労 連
J E C 連 合
Ｊ Ｒ 連 合
セラミックス連合
フ ー ド 連 合
運 輸 労 連
私 鉄 総 連
国 公 総 連
紙 パ 連 合

日産労連大分地域協議会
大分ふれあいユニオン

大 分 銀 行 労 働 組 合

自交総連大分地方本部

【 ４ 号 会 員 】
ＮＰＯ法人さわやか佐伯

一般社団法人夢未来舎

【 ５ 号 会 員 】
大 分 県 退 職 者 連 合

中 津 地 区
労働者福祉協議会

中津市京町1524番地
新博多町交流センター

電話番号所　在　地郵便番号地　区　名

0979-25-3355
（fax 0979-25-3469）

871-0054

879-0455

874-0904

877-0012

875-0041

876-0841

879-7131

870-0035

宇 佐 高 田 地 区
労働者福祉協議会 宇佐市大字閤437－１ 0978-33-5055

（fax 0978-33-5075）

別速杵国東地区
労働者福祉協議会 別府市南荘園町１組 0977-21-7155

（fax 0977-21-7505）

日 田 玖 珠 地 区
労働者福祉協議会 日田市淡窓町２－４－36 0973-22-0505

（fax 0973-22-0505）

臼 津 地 区
労働者福祉協議会 臼杵市大字洲崎81－１ 0972-63-7855

（fax 0972-63-7879）

佐 伯 地 区
労働者福祉協議会 佐伯市来島町６－５ 0972-22-3755

（fax 0972-22-5155）

豊 肥 地 区
労働者福祉協議会

豊後大野市三重町大字市場
1436－１

0974-22-7355
（fax 0974-22-7577）

大 分 地 区
労働者福祉協議会

大分市中央町４－２－５
ソレイユ６階

097-533-5655
（fax 097-533-5658）


